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英国総選挙は保守党が単独過半数を得て勝利し、引き続き政権を担うこととなり
ました。これにより、保守党は公約を実行することができます。保守党の勝利は何
よりもまず、EU離脱協定法案に重点が置かれることを意味しますが、一方で2月
の予算案で取り上げられる予定の税制改正や関連する論点があります。

EU離脱
ボリス・ジョンソン首相は、2019年12月20日に離脱協定法案を提出し、国会議
員による投票が2019年12月23日に行われるようにすると述べました。離脱協
定法案が可決された場合でも、EU離脱が実現するには、欧州議会が2020年1月
31日までに離脱協定を批准する必要があります。

現在最も可能性が高いシナリオ通り、英国が2020年1月31日にEUを離脱した
場合、2020年12月31日までの「移行期間」に入ります。移行期間を1～2年延
長する条項が存在しますが、ボリス・ジョンソン首相は以前に、移行期間を延長す
るつもりはないと述べています。移行期間中、英国は基本的にEUの一部としてと
どまりますが、移行期間が終了すると、英国は、加盟国間の特定の支払いに係る 
源泉税の撤廃について取り決める親子会社指令や利子･ロイヤルティ指令等の
EUの税に関する指令が適用されなくなります。また、英国企業とEU企業の合併
について、課税上中立的なメカニズムを認める合併指令も適用されなくなりま
す。移行期間が延長されるか、上記取扱い等に関して新たな合意を実施するか、 
企業グループ自体が再構築されない限り、追加の税コストが発生する可能性があ
ることから、企業は2021年1月からの源泉税のポジションを確認する必要があり
ます。
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移行期間中、EUと英国は将来的な両者の関係に関する交渉
を行います。合意された政治宣言では、ほとんどの物品およ
びサービスに係る関税をゼロにし、国境チェックを最小限に抑
える包括的な自由貿易協定（FTA）が提唱されています。ボリ
ス・ジョンソン首相は、かかるFTAの締結は2020年12月まで
の11カ月で可能だと述べていますが、英国とEUの他の多く
の政治家は異なる見解を示しています。今や英国は保守党過
半数が「合意案」を批准すればEUを離脱できますが、FTAに 
関する合意が移行期間期限前に成立しない場合、企業には
2021年1月1日から追加コストと混乱に直面する可能性があ
るという重大なリスクが残ります。これらのリスクは、貿易紛争
をWTO控訴裁判所に付託することに関連した問題が継続す
る場合に追加される可能性があります。

租税政策 － 2月予算案
保守党は2月の予算案に注力しており、国民保険料の納付義
務が生じる年収の下限を9,500ポンドに引き上げることを盛
り込むべきだと述べています。また、2月の予算案には制定さ
れた法人税率の引き下げの撤回も含まれると考えられるた
め、2020年4月以降も税率は19%に据え置かれます。2月に
見込まれるその他の法人税に関する措置として、構造物・建物
の償却控除の引き上げ（3%）および研究開発費税額控除の引
き上げ（13%）が挙げられます。また、研究開発の定義にクラウ
ドコンピューティングとデータを含めるように変更される可能
性があります。

一方で、現状どのようになるかあまり明らかになっていない 
点はデジタルサービス税（DST）です。選挙期間中、保守党は
彼らが意図したとおりにDSTを導入することを確認しました。
しかし、（最近の米国通商代表部による報告書とフランスの
DSTに関する最近の行動を考えると）DSTの導入は、もう一方
で離脱後に早期に締結する必要のある米国との貿易協定の
関係上、一筋縄ではいかない可能性があります。

マニフェストでは、租税回避・脱税防止に関する新たな法律
が提案されました。また、プラスチック包装税という形の新
たな税金、並びに英国の居住用不動産を購入する非居住者
に対する3%の土地印紙税（Stamp Duty Land Tax： SDLT） 
サーチャージが提案されました。保守党はまた、事業用資産税
（business rate）制度の「根本的な見直し」を誓約しました。

総選挙は新たな政党による政権をもたらさなかったかもしれ
ませんが、総選挙はEU離脱についてなされるべき作業を中心
とした政策の変化をもたらすと考えられます。

EU離脱協定案が2020年1月31日の期限までに批准される
可能性があることを念頭に、EYでは、これらの提案された租
税政策の変更が企業グループの事業に与える影響及び移行
期間の影響の評価に関して、サポートが可能です。

日系企業グループは、事態の進展と英国にもたらされる政治
的確実性の向上を歓迎すべきですが、EUとの協定案の影響
分析を、現在の喫緊の課題として捉える必要があると考えら
れます。
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